
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西 原 町 都 市 整 備 課 

☎（０９８）９４５－４４９６  

申 込 期 間 ： 令 和 ５ 年 １ 月 １ ６ 日 （ 月 ） ～ １ 月 ２ ７ 日 （ 金 ） 

町営住宅の申込資格については、収入基準をはじめいろいろな制限があ

りますので、申込みに当たっては、この「しおり」を最後までよく読んで申し込

んでください。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での書類提出にご協力を

お願いします。（※宛先は５ページに記載されています。） 
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入居者募集にあたって 
※必ずお読みください 

 

今回実施する入居者の募集は、町営住宅に空家（１戸）が発生したことによります。応募者の中から、抽選により１世

帯が入居決定者となります。ただし、入居決定者の辞退等を考慮し、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め

て、入居補欠者を選定します。 

なお、期限内に資格審査書類を提出し、かつ、資格審査に合格することが、入居決定者の候補となる条件となります。 

仮に、２つの条件を満たさない場合は、失格となります。 

入居補欠者とされた場合は、令和 5 年 12 月末日までに入居決定者が入居しないとき又は退去者が出たときに順

位に従って、入居者を決定します。しかし、入居決定者の辞退や退去がないときは、入居できませんので、ご了承くださ

い。（※県営住宅の空家待ち募集とは異なります。） 

西原町の町営住宅は、１棟６戸となっているため、毎年一定数の空家が発生するとは限らないため、空家が発生して

からの募集となります。このため、次回の募集時期は未定となります。今回と同様、広報にしはら及び西原町ホームペー

ジでお知らせいたします。 
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１．申込みから入居までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 般 申 込 み 優 先 申 込 み 

提出書類 
１.町営住宅申込書 

２.官製ハガキ 
  ※63 円切手を貼ること 

  ※申込者の住所、氏名等を

記入すること 

抽選番号１個 抽選番号１個 

入 居 資 格 

抽 選 番 号 送 付 

失 格 

抽 選 

入 居 者 決 定 

入 居 説 明 及 び 

入 居 

※敷金納付 

鍵引渡し 

必 要 書 類 の 提 出 失 格 

書類の未提出又は 

虚偽の報告があった場合等 

提出書類 
１.町営住宅申込書 

２.官製ハガキ 
  ※63 円切手を貼ること 

  ※申込者の住所、氏名等記

入すること 

３.優先申込みに必要な書類 

①寡婦      （戸籍謄本） 

②障がい者  （障がい者手帳の写し） 

③生活保護  （生活保護証明） 

④高齢者   （住民票謄本（本籍・続柄記載

のもの）） 

⑤公共立退  （公共立退証明） 

⑥引揚者    （海外引揚証明） 

⑦ハンセン病療養者 （国立ハンセン病療養

所等の長の証明） 

⑧ＤＶ被害者  （ア.配偶者暴力相談支援セ

ンター等からの一時保護、または保護命令

の証明書（発行から５年以内のもの）、イ.

戸籍謄本） 
注）①～⑧の書類が同封されていない場合は、一

般申込者としての扱いとなります。⑧について

は記載されているすべての提出が必要です。 

一般申込みから初回抽選を

行い、一般申込みを絞り込ん

だ上で、優先申込みと合わせ

て最終抽選を行う。 
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２．優先申込みについて 

 

各種「優先申込み」に該当するのは、以下の方々です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＤＶ被害者」に該当しますか 

「公共立退」に該当しますか 

「生活保護」を受けていますか 

「高齢者（60 歳以上）」に該当しますか 
※令和 4 年 4 月 1 日時点で 60 歳に達している方 

「寡婦」ですか 
※18 歳未満の子（平成 17 年 4 月 2 日以降に生まれた方）を扶養していること 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

世帯内（本人含む）に「障がい者」がいますか 

「引揚者」に該当しますか 

上記のどれにも該当しませんか 

優        

先 

一
般 

「ハンセン病療養施設入所者等」に該当しますか 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい 
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※「優先申込み」については、町営住宅に入居できる確率が、一般申込みより高くなります。 

※優先申込みの際は、町営住宅申込書、官製ハガキ（申込み者の住所、氏名を記載し、63 円切手を貼

ったもの）のほかに、下記の提出書類を同封してください。 
 

１ 寡婦とは 
配偶者と死別、又は離婚し、再婚していない女子等で、

現に 18 歳未満の子を扶養している者の世帯 
 

１、寡婦 
戸籍謄本 
（配偶者がないことの確認） 

※18 歳未満の子は平成 17 年 4 月 2 日以降に生まれた方です。  ※申込み世帯に 18 歳以上の子、または親や兄弟が入っ

ている場合は認められません。 
 

２ 障がい者とは 
①身体障がい者（１～４級） 

②精神障がい者（１～３級） 

③知的障がい者（精神障がい者と同程度） 
 

２、障がい者 障がい者手帳の写し 

  ※氏名、等級の確認がとれる部分 

※優先以外の等級については、一般扱いになります。 
 

３ 生活保護とは 
生活保護を受けている世帯  

３、生活保護 生活保護証明 

    

４ 高齢者とは 
①60 歳以上の世帯 

②60 歳以上の者とその配偶者 

③60 歳以上の者と 18 歳未満の者で構成される世帯 

 
４、高齢者 

住民票謄本 
（年齢の確認） 

※60 歳以上とは、令和 4 年 4 月 1 日時点で 60 歳に達してい

る方です。 
 ※本籍と続柄が記載された住民票謄本を提出してくださ

い。 
 

５ 公共立退とは 
都市計画事業、土地区画整理事業、土地収用事業等の

公共事業の施行や執行に伴う住宅を立退きする者の世帯 
 

５、公共立退 公共立退証明 

   

（戦後処理。極少） 

６ 引揚者とは（戦後処理） 
海外引揚者で、引揚から５年を経過していない者の世

帯（中国残留邦人等に関しては、帰国後５年を経過してい

ても対象者とする） 
 

６、引揚者 海外引揚証明 

    

７ ハンセン病療養施設入所者等とは 
「らい病予防法」が廃止されるまで（H8.3.31）の間に

国立ハンセン病療養所、その他厚生労働大臣が定めるハ

ンセン病療養所に入所していた者であって、「ハンセン病

療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律」

の施行の日（H13.6.22）において生存している者 

 

７、ハンセン

病療養施設

入所者等 

国立ハンセン病療養所等の

長の証明 

    

８ ＤＶ被害者 
 

８、ＤＶ被害

者 

ア.配偶者暴力相談支援セン

ター等からの一時保護、ま

たは保護命令の証明書

（発行から５年以内のもの） 

イ.戸籍謄本 

  ※ア.について、「相談」の証明書では受付できません。 
 

※添付する各種証明書は、マイナンバー（個人番号）がないものを提出してください。 
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３．申込み資格 

 

次のすべてに該当する方が、申込み資格を有します。 
 

１ 町内に住所を有すること。 

２ 

現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その

他婚姻の予約者を含む。)があること。 

（※１）単身入居できる場合もあります。 

注）婚姻予約者は入居契約時に婚約した旨の証明書が必要です。 

３ 

申込者及び同居親族の所得を合算した月収額が次の金額を超えないこと。 
 

◆一般世帯        １５８，０００円 

◆裁量世帯（※２）  ２１４，０００円 
 

４ 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 

５ 町税等の滞納がない者であること。 

６ 

申込者及び現に同居し、又は、同居しようとしている親族が暴力団員（「暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律(平成３年法律第 77 号)」第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。 

※入居申込時には、暴力団員でないこと等の誓約が必要となります。入居者資格について、県警察本部に照

会を行います。 

 

（※１）単身入居 

○資格：６０歳以上の者（令和 4 年 4 月 1 日時点で 60 歳以上に達している方）・障がい者（身体障がい：１～４級、

精神障がい：１～３級、知的障がい：精神障がいの程度に相当する程度）・戦傷病者・原子爆弾被爆者・海外

からの引揚者（本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者）・生活保護受給者・ハンセン病

療養所入所者等・ＤＶ被害者 

（身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けるこ

とができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。） 

 

（※２）裁量世帯とは、 

    ○入居者又は同居者に身体障がい者（１～４級）・精神障がい者（１～３級）・知的障がい者（精神障がいの程度

に相当する程度）が居る世帯 

    ○入居者又は同居者に戦傷病者の居る世帯 

○入居者又は同居者に原子爆弾被爆者の居る世帯 

○入居者又は同居者に海外引揚者の居る世帯 

○入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等の居る世帯 

○入居者全員が６０歳以上※3 の世帯 

○入居者が年齢６０歳以上※3 の者で、同居者が１８歳未満の者の世帯 

○小学校就学前の子どもが居る世帯 

※3：「60 歳以上」とは、令和 4 年 4 月 1 日時点で 60 歳に達している方です。 
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４．申込み方法等 

 

１）申込み期間 

  令和５年１月１６日（月）～令和５年１月２７日（金）（１月２７日付消印有効） 

申込締切日に投函する場合、時間帯によっては、翌日の消印となる場合がありますので、申込みは日数に余裕を

もって早めにお願いします。（特定記録又は、速達をお勧めします。）締め切り間際の申込みは、トラブルの原因とな

りますので、ご注意ください。 

 

２）申込み方法 
「募集のしおり」と同時に配布している町営住宅入居申込書（様式第１号）に必要事項を正確に記入し、下記に

掲げる書類を添付し、封筒に入れて郵送していただくか、直接西原町役場都市整備課窓口へお届けください。（締

切日消印有効）（封筒裏に差出人住所氏名を必ず記入すること。） 

※書類の記入は、黒のボールペンでお願いします。鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください。 

 

＜添付書類＞ 
①官製ハガキ１葉 

 書類等を審査の上、入居資格の有無について通知しますので、返信用に６3 円切手を貼ってください。 

 申込者の住所、氏名等を記入してください。（書類と同様に黒のボールペンでの記入をお願いします。） 

         ※郵便料金の不足がある場合は、受付できませんので十分注意してください。 

         ※①の官製ハガキに切手の貼ってないもの、不足しているもの又は住所氏名等の記入もれ、記入誤り等が

ある場合は、抽選番号等の通知ができず、失格となりますので、ご注意ください。 

   

問い合わせは、平日の８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５の間にお願いします。 

（ＴＥＬ ９４５－４４９６ 都市整備課） 

 

３）申込み書類郵送先 
     〒９０３－０２２０ 西原町字与那城１４０番地の１ 西原町役場 都市整備課 

（特定記録か速達をお勧めします。） 

 

４）抽選会 
※抽選会には、資格仮審査に合格した方のみ参加できます。 

 

◆公開抽選日 令和５年２月１６日 
 

○時間、場所等については、添付書類のハガキで通知します。参加は任意です。 

○抽選方法：抽選当日来場した方のうちから立会人を選び、抽選器により行います。 

○抽選結果の発表：当選者に電話で連絡します。また、当選者の受付番号をホームページ上に掲載します。 

（当選者及び申込者の個人情報の保護については、西原町個人情報保護条例に基づいて保護します。） 

（電話等による問い合わせには、一切応じられません。） 
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５．申込み及び入居時の留意事項 

 

１）申込み時の留意事項 

○申込み者（本人）は原則として、世帯主とします。（申込み者が入居時の名義人（契約者）となります） 

○記入は黒のボールペンでお願いします。鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください。 

（1）以下のような場合は失格になりますのでご注意ください。 

①申込み内容に不備、または虚偽がある場合 

②通知用のハガキに切手を貼っていない、または料金不足である場合 

③通知用ハガキに宛名が書かれていない場合 

④同一世帯、または同一人で２通以上の申込みをした場合 

⑤申込み後に住所を異動し、これを西原町役場都市整備課に連絡しなかった場合（異動は町内外を問わない） 

  （2）提出された書類は、一切お返ししません。提出後、西原町役場で適正に取り扱います。 

 

２）入居案内時、または入居時の留意事項 

（1）以下のような場合は、失格になりますのでご注意ください。 

①申込みをした家族（同居予定者）が全員同時に入居できない場合、または、入居時に増えている場合（出生を

除く） 

②優先申込みをされた方で、申込み後に優先の対象から外れた場合 

③入居の通知を受け、決められた日までに入居の手続きを行わなかった場合 

④申込み名義人、または同居予定者が暴力団員である事が判明した場合 

⑤その他・申込みに必要な事項に不備のある場合 

  ※７ページ１）の提出書類に基づき確認します。 
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６．入居するにあたって 

 

１）入居時の提出書類 
  ①住民票謄本（続柄の記載があるもの） 

②所得証明書及び源泉徴収票 

③扶養証明書（扶養者がいる場合） 

④納税証明書 

⑤請書（様式第 1 号（※保証人の連署するもの）） 

⑥入居者及び連帯保証人の印鑑証明書 

⑦暴力団員でないこと等の誓約書 

⑧その他必要書類 

  ※優先入居申込み時において提出されている場合は、再度の提出は求めません。 

 

２）連帯保証人の条件 
  ①原則として、西原町内に住所を有し、または勤務している者であること 

②入居者の町営住宅の利用から生じる債務（極度額：入居時点の賃料 12 箇月分）について連帯して保証すること

ができると認められる者であること 

※連帯保証人については、別途、西原町営住宅連帯保証人取扱要綱に基づき取り扱います。 

 

３）敷金、家賃等 
①敷金は、家賃の３カ月分相当額を入居手続きの時に納入していただきます。 

②家賃の納付期限は、毎月末日です。（家賃を３カ月以上滞納された時は、住宅の明渡しを請求いたします。） 

③家賃は、毎年、入居者からの収入申告に基づき、その収入等に応じて見直しされます。 

  ※家賃以外に共益費があります。（共益費は居住世帯の中で管理者がいます。） 

 

４）町営住宅のきまり等 
（1）次の各項目に掲げる費用は、入居者の負担になります。 

①電気、ガス、水道及び下水道の使用料 

②汚物及びごみの処理に要する費用 

③共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用 

  ④畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕 

⑤給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕 

⑥その他入居者が当然負担すべき諸経費 

 （2）生活する上でのルール等 

①町営住宅では、犬・猫・鳩・鶏等の動物を飼うことはできません。 

②町営住宅には、駐車場はありません。隣接する多目的広場には、５台分の駐車スペースがありますが、駐車につ

いては、居住者同士の話し合いが必要となります。 

③その他西原町町営住宅設置及び管理条例及び施行規則に規定されているルールを順守してください。 
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７．月収額の計算方法 
 

月収額の計算方法 
 

年間総収入金額＊1・年間総所得金額＊2 の計算方法 

 

ここでは、申込者が町営住宅の収入基準に該当するかを判断するために、月収額の計算を行います。 

 【 世帯の所得 ＝ 申込み世帯の所得の合計額 － 該当する控除額（1１ページ参照） 】 

※基本的には、その世帯の所得の合計額から該当する控除額（○ページ参照）を差し引いて算出します。 

なお、計算の手順は下記の順となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜計算時の諸注意＞ 

 ①入居予定者（婚約者を含む）に所得のある方が２名以上いる場合は、それぞれの所得を計算した後に所得金額を

合算します。 

 ②国民（老齢）年金、厚生（老齢）年金、恩給、各種共済年金の収入は、月収額を計算する際に「給与収入」として扱

います。 

 ③所得税法により課税対象にならない以下の収入は、月収額の計算の対象となりません。 

   課税対象外の収入・・・生活保護の生活扶助、雇用保険、労災保険、休業補償、仕送り、遺族年金、障害年金、児童

扶養手当等 

 

 

 

 

①年間総収入の計算 ②年間総収入金額から年間総所得金額を算出 

④該当する控除額を差し引く ③申込み世帯の所得の合計金額を算出 

⑤月収額の算出 該当する 

該当しない 

申込み可能 

申込み不可 

町営住宅の収入基準に＊3 

＊1「年間総収入金額（総収入）」 ・・・ 税込総支給額をいいます。 

＊2「年間総所得金額（総所得）」 ・・・ 年間総収入額から税法上認められた必要経費（老齢年金・普通恩給の

場合は公的年金等控除額）を控除した額をいいます。 

＊3「町営住宅の収入基準」 ・・・・・・・・ ６ページの申込み資格３を参照。 
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※老齢年金、普通恩給は、以下の計算方法で年間所得金額を算出してください。 

受給者の年齢 その年の年金額 年間所得金額の計算 

65 歳以上 

 

1,100,000 円まで 所得は０円 

1,100,001 円から 

3,299,999 円まで 
（年金収入額） － 1,100,000 円 

3,300,000 円から 

4,099,999 円まで 
（年金収入額） × 0.75 － 275,000 円 

4,100,000 円から 

7,699,999 円まで 
（年金収入額） × 0.85 － 685,000 円 

65 歳未満 

 

600,000 円まで 所得は０円 

600,001 円から 

1,299,999 円まで 
（年金収入額） － 600,000 円 

1,300,000 円から 

4,099,999 円まで 
（年金収入額） × 0.75 － 275,000 円 

4,100,000 円から 

7,699,999 円まで 
（年金収入額） × 0.85 － 685,000 円 

※計算時に出た 1 円未満の端数は切り上げてください。 

 

給与所得者の年間総収入計算 
 

 

事業所得者の年間総所得計算 
 

年間総所得の計算 

事業の開始時期等 年間総所得の計算方法 

申込み日時点で、現在の事業を前年の１月

以前から引き続き行っている方 

所得証明書 

（市町村が発行するもの） 

中
途
で
事
業
を
始
め
た
方 

申込み日時点で、現在の事業を前年の

中途から開始して、現在までに 12 カ月

以上行っている方 

事業を始めた翌月からの 12 カ月の 

年間総所得金額 

【年間収入－年間支出＝年間所得】 

申込み日時点で、現在の事業を前年の

中途から開始して、事業期間が 12 カ月

に満たない方 

事業を始めた翌月から申込み日の前月までの収入と支出を基に、以下の計

算による年間の推定総所得金額 

総収入金額 － 総支出金額 
×12 

事業を始めた翌月から申込み日前月までの月数 

＝ 年間推定総所得金額 

年間総収入（賞与・諸手当を含む税込の収入）の計算 

就職（勤務開始）の時期 年間総収入の計算方法 

申込み日時点で、現在の勤務先に前年の１月１

日以前から引き続き勤務している方 

前年の年間総収入金額 

（市町村が発行する所得証明書） 

中
途
就
職
の
方 

申込み日時点で、前年に現在の勤務先へ

中途就職し、現在までに 12 カ月以上勤務

している方 

勤務した翌月からの 12 カ月の 

年間総収入金額 

申込み日時点で、前年に現在の勤務先へ

中途就職し、勤務期間が 12 カ月に満たな

い方 

勤務した翌月から申込み日の前月までの総収入金額を基に以下の計算

による年間の推定総収入金額 

総 収 入 金 額  －  支 払 い を 受 け た 賞 与  
×12 

勤務した翌月から申込み日前月までの月数  

＋ 支払いを受けた賞与 ＝ 年間推定総収入金額 
 

昭和 32 年 1 月 1 日 

以 前 に 生 ま れ た 方 

昭和 32 年 1 月 1 日 

以 降 に 生 ま れ た 方 
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月収額の計算方法 
 

このページでは、８～９ページで計算した年間総収入金額・年間総所得金額から以下の計算式に金額をあてはめて

世帯の「月収額」を割り出し、その結果が収入基準内に該当するか判断します。 
 

＜具体的な計算方法＞ 

 ・給与所得者の方 → ①から順に計算をしていきます。 

 ・事業所得者の方 → ③で計算します。 

※申込み世帯の中に所得がある方が複数名いる場合は、全員の金額を合算して世帯の「合計年間所得金額」を算出

してください。 
 

①年間総収入金額（ⓐ） 

 

 

 

 

 

②年間総所得金額の計算方法 

年間総収入金額（ⓐ） 年間総所得金額 

・ 550,999 円以下 年間所得金額は０円 

・ 551,000 円以上 1,618,999 円以下 （ⓐ）－550,000 円 

・ 1,619,000 円以上 1,619,999 円以下 1,069,000 

・ 1,620,000 円以上 1,621,999 円以下 1,070,000 

・ 1,622,000 円以上 1,623,999 円以下 1,072,000 

・ 1,624,000 円以上 1,627,999 円以下 1,074,000 

・ 1,628,000 円以上 1,799,999 円以下 
①：（ⓐ）÷４（千円未満切捨て）＝ⓑ ⇒ 

②：（ⓑ）×2.4＋100,000 円 

・ 1,800,000 円以上 3,599,999 円以下 
①：（ⓐ）÷４（千円未満切捨て）＝ⓑ ⇒ 

②：（ⓑ）×2.8－80,000 円 

・ 3,600,000 円以上 6,599,999 円以下 
①：（ⓐ）÷４（千円未満切捨て）＝ⓑ ⇒ 

②：（ⓑ）×3.2－440,000 円 

・ 6,600,000 円以上 8,499,999 円以下 ①：（ⓐ）×0.9－1,100,000 円 

 

 

 

 

③月収額の計算方法 

 

 

 

 

※控除額は 1１ページの一覧表をご確認ください。 

年間総収入金額 

円 

 

年間総所得金額 

円 

 

                          －  
年間総所得金額 

円 

控除合計額 

円 

月収額 

円 
÷ １２ ＝ 
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控除金額の一覧表 

 

 控除の種類 内容 控除額 

一

般 

１．同居親族 本人以外の配偶者及び同居扶養親族 38 万円 × （   ） 人 

２．別居扶養親族 所得税法の控除を受けている扶養親族 38 万円 × （   ） 人 

３．特別控除 

（注 1） 
給与所得又は、年金所得を有する方 

10 万円 × （   ） 人 

給与所得額又は公的年金

等に係る雑所得が10 万円

未満の場合は当該所得金

額 

そ

の

他

の

控

除 

４．老人扶養親族 控除対象配偶者及び扶養親族のうち 70 歳以上の方 10 万円 × （   ） 人 

５．特定扶養親族 
扶養親族のうち、16 歳以上 23 歳未満の方 

「合計所得金額が 48 万円以下の方」 
25 万円 × （   ） 人 

６．ひとり親控除 

（注 2） 

次の①～③にすべて当てはまる方 

※非婚の父子母子世帯も含む 

①現状、結婚していない（または、配偶者がいても生死

が不明） 

②生計を一にする子（合計所得金額が 48 万円以下

で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族になってい

ない方に限る）がいること 

③合計所得金額が５００万円以下の方 

35 万円 × （   ） 人 

所得金額が 35 万未満の

場合は当該所得金額 

７．寡婦控除 

（注 2） 

①夫と死別して婚姻していない方、又は夫の生死が不

明な方で、合計所得金額が５００万円以下の方 

②夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族がいる人

で、合計所得金額が５００万円以下の方 

27 万円 × （   ） 人 

所得金額が 27 万未満の

場合は当該所得金額 

８．障がい者 

本人、配偶者、扶養親族及び同居親族の中で障がい手

帳などの交付を受けている方 

  身体（３級以下）、精神（２級以下） 

知的（Ｂ1 以下） 

27 万円 × （   ） 人 

９．特別障がい者 

重度の障がい者 

身体（１、２級）、精神（１級） 

知的（Ａ1）（Ａ2） 

40 万円 × （   ） 人 

世帯の控除額合計 円 

（注 1）給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替への対応 

      入居者又は同居者に給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者がいる場合には、一人につき１０万円を追加で控除します。 

（注 2）未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直しへの対応 

      ひとり親控除（35 万円）及び寡婦控除（27 万円）等を控除する。なお、ひとり親控除と寡婦控除の同時控除はできません。また、

住民票に「妻（未届）」「夫（未届）」と記載がある人は、ひとり親控除も寡婦控除も対象外となります。 

※胎児は、同居・扶養控除の対象になりません。
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８．上原町営住宅について 

 

１）概要 
住 宅 の 所 在 地 構 造 間 取 り １ 戸 当 た り 面 積 家 賃 共 益 費 

西原町上原２丁目 

３２番地の１ 

（図２を参照） 

ＲＣ造３階建て 
３ＬＤＫ 

（図３を参照） 
８４．３ｍ２ 

所得に応じて 
※令和４年度最少家賃：

26,800 円 
４千円 

 

２）所在地案内 

 

 

３）間取り 

 

琉球大学
上原キャンパス

上原高台

公園

琉球大学
千原キャンパス

琉球大学医学部

附属病院

上原

町営住宅

琉大南口

沖縄キリスト教

学院大学

内
間

沖縄県立埋蔵
文化財センター
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９．抽選会の日程、抽選会場について 

 

抽選会の日程は、ハガキで連絡いたします。（抽選会への参加は任意です。） 

 

１）抽選会の日程 

令和５年２月１６日（木）午後２時開始 

 

２）抽選会場 

西原町役場 ３階 全員協議会室 

 

 

 

 

 

 

 


